
＜地域保健法＞＜地域保健法＞＜地域保健法＞＜地域保健法＞    

    

第５条第５条第５条第５条 保健所は、都道府県、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 19 第１

項の指定都市、同法第 252 条の 22 第１項の中核市その他の政令で定める市又は特

別区が、これを設置する。 

２２２２ 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健医療に係

る施策と社会福祉に係る施策との有機的な連携を図るため、医療法（昭和 23 年法律

第 205 号）第 30 条の４第２項第９号に規定する区域及び介護保険法（平成９年法律

第 123 号）第 118 条第２項第１号に規定する区域を参酌して、保健所の所管区域を設

定しなければならない。 

《改正》平９法 124 

《改正》平 18 法 084 

《改正》平 23 法 037 

  

第６条第６条第６条第６条 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、調整、指導及びこれらに必要な事業

を行う。 

1．地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項 

2．人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項 

3．栄養の改善及び食品衛生に関する事項 

4．住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生に関する事項 

5．医事及び薬事に関する事項 

6．保健師に関する事項 

7．公共医療事業の向上及び増進に関する事項 

8．母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項 

9．歯科保健に関する事項 

10．精神保健に関する事項 

11．治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とす

る者の保健に関する事項 

12．エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防に関する事項 

13．衛生上の試験及び検査に関する事項 



14．その他地域住民の健康の保持及び増進に関する事項 

《改正》平 14 法 153 

  

第７条第７条第７条第７条 保健所は、前条に定めるもののほか、地域住民の健康の保持及び増進を図る

ため必要があるときは、次に掲げる事業を行うことができる。 

1．所管区域に係る地域保健に関する情報を収集し、管理し、及び活用すること。 

2．所管区域に係る地域保健に関する調査及び研究を行うこと。 

3．歯科疾患その他厚生労働大臣の指定する疾病の治療を行うこと。 

4．試験及び検査を行い、並びに医師、歯科医師、薬剤師その他の者に試験及び検査

に関する施設を利用させること。 

《改正》平 11 法 160 

  

第８条第８条第８条第８条 都道府県の設置する保健所は、前２条に定めるもののほか、所管区域内の市

町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村

の求めに応じ、技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができ

る。 

  

第９条第９条第９条第９条 第５条第１項に規定する地方公共団体の長は、その職権に属する第６条各号

に掲げる事項に関する事務を保健所長に委任することができる。 

  

第第第第 10101010 条条条条 保健所に、政令の定めるところにより、所長その他所要の職員を置く。 

  

第第第第 11111111 条条条条 第５条第１項に規定する地方公共団体は、保健所の所管区域内の地域保健

及び保健所の運営に関する事項を審議させるため、当該地方公共団体の条例で定

めるところにより、保健所に、運営協議会を置くことができる。 

 


